
  

設計図書の訂正について 
 
 令和２年１１月１６日付けで入札公告した「関越自動車道 木沢川橋床版取替工事」にお

いて、設計図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。 

 なお、訂正した交付図書は、競争参加資格確認申請者に送付いたします。 

 
令和３年４月１３日 

 
契約責任者          

東日本高速道路株式会社 
新潟支社長 水口 和之 

 
【訂正内容】 
・入札公告（説明書） 
・設計図書（特記仕様書） 
 
 
※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。 
 



別 添 

正  誤  表 

 

記載内容を次のとおり訂正します。 

対象 訂正前 訂正後 

入札公告 

4－10.施工体制確認資料

の提出 

 

4-10. 施工体制確認資料の提出 

施工体制確認資料の提出要請を受けた入札者は、施工体制確認資料を、次のとおり提出

するものとする。 

①資料の提出期限  令和 3年 4月 27 日（火）16：00 まで 

②資料の提出場所   上記 1-6.契約担当部署のとおり 

③資料の提出方法  郵送又は持参 

郵送の場合は、書留郵便又は信書便（提出期限の日までに必着の

こと）により提出すること。 

なお、提出部数は 2部（正 1 部、副 1 部）とする。 

④その他  施工体制確認資料提出期限以後の提出後の修正及び再提出は

認めない。また、資料の提出期限までに資料の提出がされない

場合は当該者の施工体制は下記 4-11.(1)において不適と判断

し、当該者が行った入札を無効とする。 

 

4-10. 施工体制確認資料の提出 

施工体制確認資料の提出要請を受けた入札者は、施工体制確認資料を、次のとおり提出

するものとする。 

①資料の提出期限  令和 3年 5月 11 日（火）16：00 まで 

②資料の提出場所   上記 1-6.契約担当部署のとおり 

③資料の提出方法  郵送又は持参 

郵送の場合は、書留郵便又は信書便（提出期限の日までに必着の

こと）により提出すること。 

なお、提出部数は 2部（正 1 部、副 1 部）とする。 

④その他  施工体制確認資料提出期限以後の提出後の修正及び再提出は

認めない。また、資料の提出期限までに資料の提出がされない

場合は当該者の施工体制は下記 4-11.(1)において不適と判断

し、当該者が行った入札を無効とする。 

 

入札公告 

6－2.入札及び開札 

 

6-2.入札及び開札 

入札書の提出及び開札の執行については、次に定めるとおりとする。 

①  入札書の提出期限 令和 3年 4月 19 日（月）16 時まで 

②  入札書の提出場所 上記 1-6.契約担当部署のとおり 

③  入札書の提出方法 電子入札システム又は書留郵便若しくは信書便（配達日

指定郵便等により提出期限の日までに必着のこと） 

※入札者に対する指示書［16］から［20］を参照のこと 

④  開札執行日時 令和 3年 4月 21 日（水）13 時 30 分 

⑤  開札執行場所 上記 1-6.契約担当部署のとおり 

⑥  その他 入札者は、上記 4-6.技術提案書の採否確認等の採否確

認結果通知において、提案した内容が採用された場合は、

採用された技術提案の内容に基づく入札を行うこと。 

 なお、入札書の提出の際に、採用された技術提案の見直

し提案等の再度の提示・提出は認めないものとし、見直し

提案等の事実が判明した場合は、当該入札者が行った入札

は無効とする。 

 

 

6-2.入札及び開札 

入札書の提出及び開札の執行については、次に定めるとおりとする。 

⑦  入札書の提出期限 令和 3年 4月 27 日（火）16 時まで 

⑧  入札書の提出場所 上記 1-6.契約担当部署のとおり 

⑨  入札書の提出方法 電子入札システム又は書留郵便若しくは信書便（配達日

指定郵便等により提出期限の日までに必着のこと） 

※入札者に対する指示書［16］から［20］を参照のこと 

⑩  開札執行日時 令和 3年 4月 28 日（水）13 時 30 分 

⑪  開札執行場所 上記 1-6.契約担当部署のとおり 

⑫  その他 入札者は、上記 4-6.技術提案書の採否確認等の採否確

認結果通知において、提案した内容が採用された場合は、

採用された技術提案の内容に基づく入札を行うこと。 

 なお、入札書の提出の際に、採用された技術提案の見直

し提案等の再度の提示・提出は認めないものとし、見直し

提案等の事実が判明した場合は、当該入札者が行った入札

は無効とする。 
 

 
 



別 添 

正  誤  表 

 

記載内容を次のとおり訂正します。 

対象 訂正前 訂正後 

特記仕様書（18 頁） 

１８－１ 建設副産物の活用等 

1‐3.（1）及び（3） 

  



対象 訂正前 訂正後 

特記仕様書（38 頁） 

２４－２１－６ 施工 

（7）廃材の処理 

 

  

 

 
 



対象 訂正前 訂正後 

特記仕様書（40 頁） 

２４－２１－８ 支払 

 

 

 

 

 


